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精神労災とアスベストの新しい話題

アスベスト・医療・震災関連の労災認定で新事例

石綿肺として労災認定された方が、闘病苦により精神疾患を発症し自死した事案について、倉敷労基署が

遺族補償の請求を不支給とした処分の取消しを求めた訴訟の判決が、９月２６日に岡山地裁で言い渡されま

した。「不支給処分を取り消す」との判決です。

判決文によると、「次第に悪化していく石綿肺の病状や、石綿肺が与える死への恐怖等を鑑みれば、心理的

負荷は、社会通念上、客観的に見て本件精神障害を発症させる程度に過重であったというべきであり、精神

障害の発病と石綿肺発病の原因である業務との間に相当因果関係を認めることができる。」というもので、精

神疾患の認定基準に関する評価は無く、ごくごく当たり前の「シンプルな判決」でした。（ひょうご労働安全

衛生センター）

タルク（滑石）の中皮腫を認定 アルバイトのがれき処理も

また、アスベストに関しては、山口労基署で「医療用ゴム手袋」の再利用の作業工程で「タルク（滑石）」

を打ち粉として使っていた看護師の方が、中皮腫を発症して労災認定を受けたのは全国初のことでした。従

来からタルクには石綿が混入していて、アスベスト被害が懸念されていました。１９８６年のベビーパウダ

ー事件が思い出されますし、学校で使われた昔のチョークにも混入していたようです。医療分野ではこのほ

か歯科関係でもアスベストの使用があるようです。

さらに、大きく報道されましたが、阪神淡路大震災のがれき処理に２ヶ月アルバイトとして従事された方

の中皮腫についても、労災認定されたと報道されています。この事例は、東日本大震災のがれき処理につい

ても心配されます。

政府の統計では、中皮腫等の患者が増加しているにもかかわらず、労災認定は横ばいとなっており、労災

制度が十分対応していないという指摘もあります。当センターでは、第２回理事会で「アスベスト問題Ｐ

Ｔ」を設置して、取り組みを強めます。

ＩＴ従事者のいじめ・統合失調症

また、当センターで労災申請の相談受けていた精神障害（統合失調症）の案件について、労災認定された

という情報がありました。これはいわゆるＩＴ企業で働いていた３０歳の男性が、自分のＰＣにハッキング

を受けるなどのいじめがあり、それを原因として昨年労災申請しましたが、詳細な労働時間管理記録が残さ

れていたことから、月１００時間を超える時間外労働や１６～２０連勤という過酷な勤務実態から認定され

たものと思われます。詳細が判明したらまたお知らせします。
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第１２次労働災害防止計画の論点

目標はＨ20年比で死亡30％減、死傷22.5％減

前回は１１次防の評価をお伝えしましたが、今回は次の１２次防（第１２次労働災害防止計画（Ｈ２５～

２９））の政府案の骨子についてです。

特徴としては、「新成長戦略（Ｈ22.6.18閣議決定）」とリンクさせたことにあります。それは新成長戦略

が「名目３％成長、実質２％成長」の経済目標をベースにしつつ、雇用・人材戦略の一つとして「労働災害

発生件数を３割減（２０２０年・平成３２年までに）」としていることをこの１２次防で具体化するため、表

題の通りの目標とすることを提案しています。ただし、１１次防の４年間（Ｈ２０～２３）で死亡１９．

２％減、死傷６．７％減ですから、結構つらい目標となります。

過去10次までの計画と評価は次項の表の通りです。ただし、労働災害全体の統計は出されていませんの

で、労災保険の「新規受給者数」で推定するしか方法がありません。高度成長期には170万人の死傷者があ

りましたが、これは昭和47年の「労働安全衛生法」の成立（労基法からの分離）によって、以降は急激に

減少します。しかし、9次防で15万人を切ってからは減少傾向が鈍化します。しかも、Ｈ２２・２３は逆に

増加していますが、これは昭和44年（1969年）以来の減少が止まった「ゆゆしきこと」とされています。

重点対策は「意識改革」？
前回も少し触れましたが、これらの目標達成に向けた「重点施策」としてあげられているのは、１）発生

状況に合わせた重点化、２）行政と業界団体等の連携、３）社会・企業・労働者の意識改革、４）化学的根

拠・国際動向、５）発注・製造・施設管理者の取り組み強化の5点で、目新しいものはありません。ただ、

本文のなかで、「安全面のＲＡ（リスクアセスメント）はある程度実施されているが、労働衛生の活動は弱

い」と認めており、今後の検討のなかでどのように労働衛生面を強化するのか注視すべきです。

私たちの認識としては、職場の高齢化による安全衛生にも配慮を強めることはもちろんですが、恒常的な

長時間労働に安全面と特に衛生面のリスクが存在するというのがベースにあります。しかし、労働時間につ

いては、労働衛生の過重労働対策として、「Ｈ２０年比で週労働時間60時間（月の時間外80時間）以上の労

働者を37％減少させる」ことにとどまっているのは、労働時間規制は労働基準分科会の仕事だとでも考え

ているとうがってみたくなるほど、軽く考えられていることは、大きな問題ではないでしょうか。

＜メンタルひとくち講座＞ うつ病の従来型と現代型

従来型のうつ病は「大うつ」と呼ばれ、中高年に多く、朝方の憂うつが強い、意欲の減退が見られるなど

の特徴が顕著です。一方、現代型うつは、過食や過眠が見られる、「気分反応性（うれしいことへの感情

変化）」がある、休職してもよくならない傾向などで区別されます。

大きなちがいは、従来型うつが休養と服薬で相当軽快するのに対し、現代型は症状が絶えず変動して、

原因を取り去っても、再発を繰り返す場合が多いのが「適応障害」とも違います。周囲からは病気に見え

ない場合も多くあります。現代型は、一定の服薬とカウンセリングが有効とされています。
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メンタル無料電話相談
０１１－２０９－２５００

(電話料金はかかります 相談を受けるのは産業カウンセラーです）




